
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
要
綱

傍
線
部
分
は
平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分

二
重
線
部
分
は
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
所
有
者
不
明
土
地
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
所
有
者
不
明
土
地

の
利
用
の
円
滑
化
及
び
土
地
の
所
有
者
の
効
果
的
な
探
索
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
法
務
大
臣
に
よ
る
基
本
方

針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置
、
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は

使
用
に
関
す
る
土
地
収
用
法
の
特
例
、
土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利
用
及
び
提
供
そ
の
他
の
特
別
の
措
置
を
講

じ
、
も
っ
て
国
土
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
所
有
者
不
明
土
地
」
と
は
、
相
当
な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
そ
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
筆
の
土



地
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
所
有
者
不
明
土
地
」
と
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
う
ち
、
現
に
建
築
物
（
物
置
そ
の
他

の
簡
易
な
構
造
の
建
築
物
で
一
定
規
模
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
が
存
せ
ず
、
か
つ
、
業
務
の
用
そ
の
他
の
特
別
の
用

途
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
域
福
利
増
進
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
共

同
の
福
祉
又
は
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑴

道
路
法
に
よ
る
道
路
、
駐
車
場
法
に
よ
る
路
外
駐
車
場
そ
の
他
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る

事
業

⑵

学
校
教
育
法
に
よ
る
学
校
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
そ
の
他
の
教
育
の
た
め
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

⑶

社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館
又
は
図
書
館
法
に
よ
る
図
書
館
の
整
備
に
関
す
る
事
業

⑷

社
会
福
祉
法
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

⑸

病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
整
備
に
関
す
る
事
業

⑹

公
園
、
緑
地
、
広
場
又
は
運
動
場
の
整
備
に
関
す
る
事
業



⑺

被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
災
害
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ

た
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

⑻

購
買
施
設
、
教
養
文
化
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
増
進
に
資
す

る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
⑺
の
市
町
村
の
区
域
内
又
は
周
辺
地
域
に
お
い
て
当
該
施
設
と
同
種
の

施
設
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

⑼

⑴
か
ら
⑻
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
通
路
、
材
料
置
場
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
に
関

す
る
事
業

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
登
記
未
了
土
地
」
と
は
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
死
亡
後
に
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て

い
な
い
土
地
で
あ
っ
て
、
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
当
該
土
地
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人

と
な
り
得
る
者
を
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

基
本
方
針
等

一

基
本
方
針

１

国
土
交
通
大
臣
及
び
法
務
大
臣
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基



本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑴

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向

⑵

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑶

特
定
所
有
者
不
明
土
地
を
使
用
す
る
地
域
福
利
増
進
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑷

特
定
登
記
未
了
土
地
の
相
続
登
記
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑸

そ
の
他
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
重
要
事
項

（
第
三
条
関
係
）

二

国
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
等
の
責
務
を
有

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

三

地
方
公
共
団
体
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の

区
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
三

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
の
た
め
の
特
別
の
措
置

一

地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置



１

地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
準
備

地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
準
備
の
た
め
測
量
又
は
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
に
お

い
て
、
他
人
の
土
地
（
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
限
る
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
測
量
又
は

調
査
を
行
う
に
当
た
り
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
障
害
物
の
伐
採
等

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

２

裁
定
に
よ
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
使
用

⑴

地
域
福
利
増
進
事
業
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域
内
に
あ

る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
裁

定
申
請
書
等
を
提
出
し
て
、
次
に
掲
げ
る
権
利
（
以
下
「
土
地
使
用
権
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
に
つ
い
て
の
裁
定

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

当
該
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
使
用
権
（
以
下
「
土
地
使
用
権
」
と
い
う
。
）

ロ

当
該
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
所
有
者
不
明
物
件
（
一
定
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
そ
の
所
有
者
の
全
部

又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
件
を
い
う
。
）
の
所
有
権
又
は
そ
の
使
用
権
（
以
下
「
物
件
使
用
権



」
と
い
う
。
）

（
第
十
条
関
係
）

⑵

公
告
及
び
縦
覧

イ

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
（
⑴
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
裁
定
申
請
に

係
る
事
業
が
地
域
福
利
増
進
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
等
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
に
係
る
事
業
が
イ
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
定

申
請
が
あ
っ
た
旨
等
の
事
項
を
公
告
し
、
裁
定
申
請
書
等
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
六
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

⑶

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
に
係
る
事
業
が
⑵
イ
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
特

定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
公
告
事
項
に
つ
い
て
異
議
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
裁
定
申
請
を
却

下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

⑷

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
を
し
た
事
業
者
が
土
地
使
用
権
等
を
取
得
す
る
こ
と
が
事
業
を
実
施
す
る
た
め
必

要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
、
土
地
使
用
権
等
の
取
得
に
つ
い
て
の
裁
定



を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
裁
定
に
お
い
て
定
め
る
補
償
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
収
用
委

員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

⑸

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
等
を
、
裁
定
申
請
を
し
た
事
業
者
及
び
当
該
事

業
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
で
知
れ
て
い
る
も
の
に
文
書
で
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

⑹

裁
定
に
つ
い
て
⑸
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
定
申
請
を
し
た
事
業
者

は
、
土
地
使
用
権
等
を
取
得
し
、
特
定
所
有
者
不
明
土
地
又
は
当
該
土
地
に
あ
る
所
有
者
不
明
物
件
に
関
す
る
そ
の

他
の
権
利
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
そ
の
行
使
を
制
限
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

⑺

裁
定
申
請
を
し
た
事
業
者
は
、
土
地
使
用
権
等
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
が

受
け
る
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

⑻

裁
定
申
請
を
し
た
事
業
者
は
、
裁
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
土
地
使
用
権
等
の
始
期
ま
で
に
、
当
該
裁
定
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
補
償
金
を
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
で
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
た
め
に
供
託

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
始
期
ま
で
に
補
償
金
の
供
託
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
裁
定
は
、
そ
の
時
以
後
そ
の
効



力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
関
係
）

⑼

土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長

イ

使
用
権
者
（
土
地
使
用
権
等
を
取
得
し
た
事
業
者
を
い
う
。
）
は
、
土
地
等
使
用
権
（
土
地
使
用
権
又
は
物
件

使
用
権
を
い
う
。
）
の
存
続
期
間
を
延
長
し
て
使
用
権
設
定
土
地
（
土
地
使
用
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
を

い
う
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
土
地
等
使
用
権

の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

都
道
府
県
知
事
は
、
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
事
業
を
実
施
す
る
た
め
必
要
か
つ
適
当

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
、
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
裁

定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

⑽

使
用
権
者
は
、
使
用
権
設
定
土
地
の
区
域
内
等
に
、
当
該
使
用
権
設
定
土
地
が
地
域
福
利
増
進
事
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

⑾

相
続
人
、
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
使
用
権
者
の
一
般
承
継
人
は
、
当
該
使
用
権
者
が

有
し
て
い
た
裁
定
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）



⑿

使
用
権
者
は
、
土
地
使
用
権
等
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

⒀

都
道
府
県
知
事
は
、
使
用
権
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
又
は
正
当
な
理
由
な
く
事
業
を
実
施
し
て

い
な
い
と
き
等
は
、
裁
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

⒁

使
用
権
者
は
、
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
裁
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
確
知
所
有

者
の
全
て
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
使
用
権
設
定
土
地
を
原
状
に
回
復
し
、
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

⒂

原
状
回
復
命
令
等

イ

都
道
府
県
知
事
は
、
⒁
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
使
用
権
設
定
土
地
を
原
状
に
回
復

す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

都
道
府
県
知
事
は
、
イ
に
よ
り
原
状
回
復
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
過
失
が
な
く
て
命
ず
べ
き
者

を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
違
反
を
放
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該

原
状
回
復
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）



⒃

報
告
及
び
立
入
検
査
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

二

特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
土
地
収
用
法
の
特
例

１

収
用
適
格
事
業
の
た
め
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
特
例

⑴

起
業
者
は
、
土
地
収
用
法
の
事
業
の
認
定
を
受
け
た
収
用
適
格
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
起
業
地
内
に
あ
る
特
定
所

有
者
不
明
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し

、
裁
定
申
請
書
等
を
提
出
し
て
、
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

⑵

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
（
⑴
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
起
業
者
が

収
用
し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
が
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
当
該
裁

定
申
請
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
旨
等
を
公
告
し
、
裁
定
申
請
書
等
を
当
該
公

告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

⑶

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
起
業
者
が
収
用
し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地

が
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
当
該
裁
定
申
請
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
、



又
は
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
公
告
事
項
に
つ
い
て
異
議
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
裁
定
申

請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

⑷

都
道
府
県
知
事
は
、
⑵
の
縦
覧
期
間
の
経
過
後
遅
滞
な
く
、
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て

の
裁
定
手
続
の
開
始
を
決
定
し
て
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
、
裁
定
手
続
の

開
始
の
登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

⑸

土
地
収
用
法
と
の
調
整
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
関
係
）

⑹

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
申
請
を
し
た
起
業
者
が
事
業
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
特
定
所
有
者

不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
裁
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
裁
定
に
お
い
て
定
め
る
補
償

金
の
額
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
収
用
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

⑺

都
道
府
県
知
事
は
、
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
等
を
、
裁
定
申
請
を
し
た
起
業
者
及
び
当
該
事

業
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
等
で
知
れ
て
い
る
も
の
に
文
書
で
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）



⑻

裁
定
に
つ
い
て
⑺
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
定
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
つ
い
て
土
地
収
用
法

の
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

⑼

裁
定
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
所
有
者
等
が
受
け
る
損
失
の
補
償

に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

⑽

立
入
調
査
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）

２

都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
、
１
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

三

国
の
行
政
機
関
の
長
等
（
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
を
い
う
。
）
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
適
切

な
管
理
の
た
め
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
の
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
の
必
要
な
処
分
の
命
令

又
は
相
続
財
産
の
管
理
人
の
選
任
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

第
四

土
地
の
所
有
者
の
効
果
的
な
探
索
の
た
め
の
特
別
の
措
置

一

土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供

１

都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
の
た
め
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
探
索
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
（
土
地
所
有
者
等
と
思
料
さ



れ
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
等
の
情
報
を
い
う
。
）
を
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
そ
の
準
備
の
た
め
土
地

所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
探
索
に
必

要
な
限
度
で
こ
れ
を
提
供
す
る
も
の
と
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
に
対
し
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
の
行
政
機
関
の
長
等
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
の
た
め
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
探
索
に
必
要
な
限
度
で
、
当
該
土
地
に
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
者
等
に
対
し
、
土
地
所
有
者
等
関
連
情

報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）

二

特
定
登
記
未
了
土
地
の
相
続
登
記
等
に
関
す
る
不
動
産
登
記
法
の
特
例

１

登
記
官
は
、
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
土
地
の
所
有
権
の
登
記
名

義
人
に
係
る
死
亡
事
実
の
有
無
を
調
査
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
が
特
定
登
記
未
了
土
地
に
該
当
し
、
か
つ
登

記
名
義
人
の
死
亡
後
一
定
期
間
を
超
え
て
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
登
記
名
義
人
と
な
り
得

る
者
を
探
索
し
た
上
、
職
権
で
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
死
亡
後
長
期
間
に
わ
た
り
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て
い
な
い



土
地
で
あ
る
旨
等
を
登
記
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

登
記
官
は
、
１
の
探
索
に
よ
り
土
地
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
り
得
る
者
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

、
当
該
土
地
に
つ
い
て
の
相
続
登
記
等
の
申
請
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
相
続

登
記
等
を
申
請
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
併
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

登
記
官
は
、
１
及
び
２
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
対
し
、
１
の
土
地
の
所
有
権
の

登
記
名
義
人
に
係
る
死
亡
事
実
そ
の
他
当
該
土
地
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
り
得
る
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
関
係
）

第
五

雑
則

一

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
の
た
め
そ
の
職
員
に
土
地
所
有
者
等
の
探
索
に
関
す

る
専
門
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
の
職
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
掌
事
務
又
は
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
の
な
い
限
り
、

適
任
と
認
め
る
職
員
を
派
遣
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
関
係
）

二

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
所
有
者
不
明
土
地
を
使
用
し
よ
う
と
す



る
者
の
求
め
に
応
じ
、
所
有
者
不
明
土
地
の
使
用
の
方
法
に
関
す
る
提
案
、
土
地
の
権
利
関
係
又
は
評
価
に
つ
い
て
特
別

の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
関
係
）

三

手
数
料
、
権
限
の
委
任
、
事
務
の
区
分
、
省
令
へ
の
委
任
及
び
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
関
係
）

第
六

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
関
係
）

第
七

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
の
一
及
び
二
等
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）

三

地
方
自
治
法
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
項
関
係
）


